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本稿の目的は，2005〜2015年を観察期間とする，ロシア連邦構成主体のパネルデータを用いて，

地域出生率の決定要因を実証的に検証することである．システム一般積率化推定量を用いた状態依存

動学モデルの推定結果は，分析対象地域の経済成長，潜在的雇用機会，地元企業の良好な経営状態，

教育機会，社会資本の質及び住宅供給の 6要因は，当該地域の出生率を押し上げる効果を持つ一方，

スラブ民族のプレゼンス，人口流入，貧困及び環境リスクの 4要因は，対象地域の出生率を抑制する

方向に作用する可能性を強く示唆した．更に，本稿の推定結果は，ロシア女性の出産行動に強く影響

する諸因子の組み合わせは，異なる年齢間や地域間で大きく相違する事実も明らかにした．ロシアの

少子化傾向を効果的に抑制するためには，年齢層や地域の異質性に配慮したきめ細かい政策の立案と

実施が求められる．
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1．はじめに

社会主義体制の崩壊後，中東欧・旧ソ連諸国

は，出生率と死亡率の同時的悪化に特徴付けら

れる人口危機に軒並み見舞われた．これらの

国々の中でも，ロシアの危機的状況は，とりわ

け強い関心を集めた（Philipov and Dorbritz,

2004）．何故なら，ロシアでは，1992年に始ま

り 1998年まで続いた「転換不況」（岩﨑・雲，

2018a）と称される国内総生産（GDP）の激しい

縮小が，出生率と死亡率の双方に否定的な影響

を及ぼし続けた結果として，1999 年には，合

計特殊出生率（total fertility rate）が，1.157 と

いう極めて低い水準を記録する等，その深刻度

が際立っていたからである．この間，同国では，

総人口も縮小に次ぐ縮小を続けた．

しかしながら，上述の出生率低下傾向は，

1999年を底として反転し，その後持続的な改

善を見せる．それは，ロシア経済全体の回復と

軌を一にするものであった（Антонов, 2008;

Росстат, 2009）．事実，1999年以降，総じて安

定的に上昇した合計特殊出生率は，2015年に

は，1.777という新生ロシア史上の最高の水準

に達しているのである．

そのような近年における出生率の改善傾向に

も拘わらず，ロシアの人口危機は依然として深

刻である．それは，1990 年代初頭の極めて薄

い年齢層が 20歳以上に達して 2010年代に再生

産年齢の人口層が減少すること，そして同時に

労働年齢人口も減少することが不可避となるロ

シア人口の年齢構造を見れば自明のことであっ

た（雲，2011）．2015年と 2016年の 2年間に続

けてロシア全体の労働年齢人口1）が，年当たり

100万人以上減少したこと2）は，その一つの帰

結であった．ウラジミル・プーチン大統領もこ

の問題に強い懸念を表明し，その意向を受けて，

連邦政府及び議会は，幾つかの少子化対策を打

ち出した．2006年 12月に制定された「出産・

育児手当増額法」3）や，国民一人当たり平均年

収を超える金額の支援を行う「母親資本法」4）

は，その象徴である5）．

しかしながら，ロシア政治体制の高度な中央

集権制故か，これらの少子化対策は，総花的・

全国一律的である上，年齢無差別的だとも評さ
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れている．例えば「母親基金」は，二人以上の

子を持つ親に対して，住居・教育・年金のいず

れかのみに対する補助として，総額 25万ルー

ブル（110万円程度，当時）を支給するという内

容のものであるが，この支援策は，合計特殊出

生率が人口再生産水準を遥かに下回り，なおか

つほぼ全ての住居が集合住宅である大都市圏に

おいても，そして逆に，合計特殊出生率が 3.0

を遥かに超えており，更に世帯の多くが戸建て

住居に暮らす地方においても，同様に適用され

ており，地域的な条件の相違が全く考慮されて

いないのである．同じ問題が「出産・育児手当

増額法」にも該当する．このような政策体系が

効果的であるのか，また，広大な領土と多様な

民族性をその特質とするロシアの国内事情に対

して十分適合的であるのか疑問視する向きがあ

る．ロシアの出生率の改善に寄与するマクロ的

要因とは一体何であるのか，そこに，地域的な

経済状況の差や社会の人口構造の相違に起因す

る顕著な差異は存在しないのか，この点を把握

することは，政策的に意義があり，人口経済学

的にも興味深い問題である．

出産の意志決定は，言うまでもなく個人の条

件に強く左右されるものであり，諸外国のそれ

と同様に，ロシアの出生率に係るこれまでの先

行研究も，Russia Longitudinal Monitoring Sur-

vey（RLMS）に代表される家計パネルデータの

利用を行うものが多くを占めている．しかしな

がら，個人特性に依らない条件を考慮すること

も必要であろう．この点は，ロシアのように広

大な領域を抱える国に対して，とりわけ当ては

まると言える．

ロシア全体として出生率の低下が見られたこ

とは，上述の通りであるものの，それに対応し

た政策を策定するに当たっては，個人特性のみ

ならず，地域毎に異なる社会状況や経済情勢が，

出生率に与える影響の差を考慮する必要がある．

ロシアにおける地域格差の大きさは，これまで

も頻々と語られてきた（Dolinskaya and Tytell,

2002 ; Benini and Czyz̀ewski, 2007）．端的な指

標をあげると，2015年の首都モスクワ市にお

ける合計特殊出生率は 1.41 と，連邦でも最も

低い水準に近いが，他方，ロシアで最も高い合

計特殊出生率を記録しているトゥヴァ共和国の

それは 3.39 と，モスクワ市の 2 倍を遥かに超

える値を示している．その一方，同年のモスク

ワにおける平均名目所得は，月額 59,900 ルー

ブル（連邦構成主体中第 4位）であったのに対し

て，トゥヴァ共和国の所得水準は，月額 15,200

ルーブル（連邦構成主体中第 83位）に過ぎず，

両地域の差は，ほぼ 4倍にも達しているのであ

る（Росстат, 2016）．ここで，比較のために，

2015年の日本の実績を示せば，東京都と沖縄

県・宮崎県・青森県等との収入格差は，1.63倍

未満に収まっており（賃金構造基本統計調査）6），

また，合計特殊出生率についても，同年，47

都道府県中最低値を記録した東京都の 1.24に

対して，最高値を示した沖縄県のそれは 1.96

であり，後者は前者の 1.6倍に過ぎないのであ

る（人口動態統計月報年計）7）．

我が国の様に，民族的均一性が高く，領土の

狭い国と比較すれば，ロシア国内の地域差が大

きくなるのは当然のことかもしれない．しかし

ながら，それは，ある政策を適用するに当たっ

て，日本であれば全国画一的な導入が大きくは

問題にならない場合であっても，ロシアにおい

ては不適切となる状況が生じ得ることを同時に

意味する．従って，先述の通り，地域差が著し

いロシアにおいては，出生率の上昇を意図した

政策を勘案する上で，各地域の個別的な特性を

考慮しない施策の導入が，果たして効率的であ

るのか否かがより真剣に問われなければならな

いのである．地域的特性が出生率の水準や動態

に及ぼす効果の解明が，ロシア人口経済論にお

いて，重大な研究テーマに浮上する理由はここ

にある．

以上の研究課題を達成するために，本稿では，

2005〜2015 年を観察期間とするロシア連邦構

成主体のパネルデータを用いて，地域出生率の

決定要因を実証的に検証する．システム一般積
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率化推定量を用いた状態依存動学モデルの推定

結果は，分析対象地域の経済成長，潜在的雇用

機会，地元企業の良好な経営状態，教育機会，

社会資本の質及び住宅供給の 6要因は，当該地

域の出生率を押し上げる効果を持つ一方，スラ

ブ民族のプレゼンス，人口流入，貧困及び環境

リスクの 4要因は，対象地域の出生率を抑制す

る方向に作用する可能性を強く示唆した．更に，

本稿の実証結果は，ロシア女性の出産行動に強

く影響する諸因子の組み合わせは，年齢層や地

域間で大きく相違する事実も明らかにした．

本稿の構成は，次の通りである．次節では，

先行研究の議論に基づいて，ロシア地域出生率

の影響因子に関する筆者らの理論仮説を提示す

る．第 3節では，ロシア連邦，連邦管区及び連

邦構成主体における出生率の動態を，統計的に

俯瞰すると共に，その基本的な特徴を論じる．

第 4節では，ロシア地域出生率決定モデルの動

学パネルデータ推定によって，理論仮説を実証

的に検証する．そして最終第 5節で，分析結果

の要約と筆者らの政策含意を述べる．

2．地域出生率の影響因子：先行研究の議論と

理論仮説

本稿冒頭で述べた通り，ソ連崩壊後，急激な

出生率の低下に見舞われたロシアでは，その要

因に関する検討も鋭意進められた．実際，それ

は，ソ連崩壊からほどなく開始されたと言って

良いが（Вишневский, 1994），定量分析の伝統

を欠いていた新生ロシアの出生率に関する議論

は，諸外国においてであれ，ロシア本国におい

てであれ，その多くが記述的な事実の積み上げ

に留まるものであり，統計・計量的手法を駆使

して，出生率決定要因の検証を試みるものは，

当初殆ど見られなかった．マイクロデータによ

る接近を図るにも，データの蓄積にある程度の

時間を要するから，ロシアについては，概ね国

レベルのデータや地域データに依拠した議論が

行われたのである．実際，有力学術誌 World

Development 誌において，1998 年にロシアの

人口動態に関する特集が組まれ，そこでは，出

生率の急激な低下も議論の俎上に挙げられたが，

その全ての論説が記述的接近に依っていた．

この時期の論者達は，ロシアの出生率低下は，

体制転換に伴う国民経済活動の著しい停滞に起

因すると見なすものが多かった（DaVanzo and

Grammich, 2001）．即ち，ある時の所得水準や

経済・雇用状況が，同時期の出生率に直結する

という見方である．こうした主張は，育児の経

済コスト面を重視していると言えるが，その理

論的・実証的な裏付けは不十分であった．また，

コーホート出生率の歴史的推移を諸外国と比較

するならば，ロシアは，長期的趨勢として他国

の経験に沿っている，という見方も示されたが

（Avdeev and Monnier, 1995 ; Kharikova and

Andreev, 2000），このような見解を打ち出した

研究も，ロシア人口動態の長期的変動を決定付

ける諸要因にまで立ち入った議論を展開してい

るわけではない．

そこで，以下本節では，先進諸国やロシアが

少子高齢化時代を迎えた後に発表された比較的

最近の人口経済学領域の研究成果に注意を払い

つつ，ロシアにおける出生率の決定要因に焦点

を当てた先行研究の議論を追跡することを介し

て，本稿で行う実証分析に導入すべき変数の選

択を行い，その符号条件に関する仮説を提示す

る．

2. 1 経済状況と出生率

先進国と途上国との関係の如く，経済発展水

準が大きく異なる国家間の比較ではなく，一定

以上の経済発展を実現した後における一国内の

出生率の変動に対して，経済的な環境が与える

影響を考える上では，Easterlin（1966）の「相

対所得仮説」を援用するのが通例であろう．同

仮説は，自身の経験してきた生活水準が，子供

を持つか否かの意志決定に影響を及ぼし，将来

において高い生活水準が期待されるならば，実

際に子供を持つことになると予想するものであ

る．この相対所得仮説からは，経済的な意味で
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の将来的な展望が開けることによって，出生率

の上昇が期待され得るという予想が導き出され

る．かかる文脈において，出生率の影響因子が

論じられる際には，経済成長率は勿論のこと，

雇用の安定度や物価水準の推移，社会資本の質

やその充実度等に関する考察もなされるのが常

である．

以上の観点に基づいて，経済状況と出生率と

の関係を論ずるものは数多い．例えば，Koh-

ler et al.（2002）は，旧社会主義圏のみならず，

欧州諸国の出生率の推移をも広く概観した上で，

全般的経済状況の悪化や不確実性の増大は，出

生率を引き下げる方向に働く，と主張した．同

じことは，Billingsley（2010）が，旧社会主義移

行諸国のマクロ経済データを用いて，GDPや

国民所得の成長率が，出生率に対して有意に正

の影響を与えること，逆に，物価の高騰は，有

意に負の影響を及ぼすことを示した実証結果に

端的に示されている．Rodin（2011）や Gentile

（2005）も同様の指摘を行っている．実際，Ro-

din（2011）は，東欧諸国を対象に，経済成長は

出生率を上昇させる一方，失業率やインフレー

ション，並びにリスクの増大は，当該国の出生

率に否定的な影響をもたらすと論じている．ま

た，中央アジア研究の Gentile（2005）は，良好

な政治・経済状況やインフラ整備の進展は，同

地域の出生率に肯定的に寄与する一方で，貧困

の拡大や環境・衛生状況の悪化は，出生率の低

下につながるとの指摘を行っている．経済水準

の低下や生活リスクの増大が，出生率引き下げ

効果を発揮するという論点は，中東欧地域にお

ける移行初期の経済危機と 2000年代後半にお

ける力強い経済成長の時期とを包括的に検討し

た Sobotka（2011）においても強調されている．

また，日本研究においても，鎌田・岩澤（2009）

が，都道府県データを用いた実証研究により，

失業率と出生率との間には，有意な負の相関が

看取される一方，就業率は，出生率に対して有

意に正の影響を与えるという分析結果を導き出

している．

移行期ロシアに関する諸研究も，上記の先行

研究と同様の議論を展開してきた．その先駆け

である先述の Kharikova and Andreev（2000）は，

1994年にロシアで実施されたミクロセンサス

の集計結果に基づいて，移行過程における経済

の縮小が，出生率の低下に帰結していると指摘

した．マクロ統計に依拠した DaVanzo and

Grammich（2001）も，Kharikova and Andreev

（2000）と同様に，体制転換に起因する経済活動

の不調が，出生率の急減に直結したと説いてい

る．Popova（2014）は，2000 年代を通じた検討

により，同期間における経済の安定化あるいは

経済成長が，ロシアにおける出生率の上昇につ

ながったとの主張を，記述統計に基づいて展開

している．Курушина и Дружинина（2015）

は，地域データを用いて，高等教育を受ける機

会の多さや，舗装道路密度によって表されたイ

ンフラ整備度，並びに住居面積で代理された居

住条件等が，出生率に有意に正の影響を及ぼす

との結果を報告している．更に，ロシア政府の

人口政策を検討した Попова（2016）は，地域レ

ベルでの所得の増加や雇用の安定が，出生率の

向上に果たす積極的な役割を論じている．

以上の通り，Easterlin（1966）の相対所得仮

説に基づいて，経済的な将来展望が開けるか否

かが，出生率に大きな影響を与えると仮定する

場合，経済成長や雇用機会獲得の確実性及びこ

れらと同様の意味を有すると考えられる企業の

健全な経営状態，社会資本の整備度や良好な居

住環境，さらには教育機会の確保といった要因

が，出生率に正の影響を与えるとの予想が得ら

れる．他方，これら一連の要因とは表裏一体の

関係にある貧困や環境のリスクは，出生率を引

き下げる方向へ作用する可能性があると考えら

れるだろう．

2. 2 地域特性への視点

経済状況が出生率の変動を説明すると論じる

場合，それは，家計の経済的条件を捉えたミク

ロデータによって分析するのが適当ではないか
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という主張がなし得る．しかしながら，ここで

強調したいのは，ミクロデータでは捉えきるこ

との出来ない特質が，空間的に存在していると

いう側面である．この観点から，加藤（2017）は，

個人の特性に帰着させるにはあまりにも大きな

地方間出生率格差が日本で観察される事実を指

摘しつつ，地域データを用いた実証分析の必要

性を説いている．また，地域間の婚姻率の差が

大きく，なおかつ結婚後の出生行動，即ち，有

配偶出生率が，出生率の圧倒的部分を説明する

我が国の場合，その「婚姻力」の差が，出生率

の地域間格差を決定付けていることを示した山

内他（2005）等も，地域的要因への分析的視点を

重視する研究の一例である．移住先地域が，都

市部であるか農村部であるかという違いは，居

住条件や育児支援に大きな差を生じせしめるも

のであり，同一の個人特性を有する者であって

も，結果としての出生率に相違が生じて何ら不

思議は無い．人口移動転入率が高い地域の方が

出生率も低くなるという鎌田・岩澤（2009）の観

察結果も，都市における育児条件の不十分さを

捉えるものである．

都市と農村との間の出生率格差は縷々語られ

てきたが（Kulu, 2011），個人特性に帰着するこ

とが出来ない要因は，他にも様々にあり得る．

個人レベルの視点から，民族的相違による出生

率の差を見出した先行研究は，Jasilioniene et

al.（2014）等多数あるものの，地域レベルに視点

を巨視化した場合は，地域社会への同化の進展

によって，民族的相違よりも，むしろ地域的相

違の方が，出生率に対してより強い影響を与え

得る可能性が，Basten et al.（2011）や Fiori et al.

（2014）によって示唆されている．この場合，個

人特性は，出生率の地域差を説明する上で，適

切な指標であるとは言い難い．事実，Wood et

al.（2014）は，マクロ経済変数の出生力に対する

影響力が，地域によって有意に異なることを示

している．中東欧諸国を分析対象とした Frej-

ka and Gietel-Basten（2016）や，中央アジアの人

口地理を検討した Gentile（2005）は共に，同じ

人口政策の効果が地域毎に異なっていることは，

そもそも必要な政策自体が地域によって相異な

ることを意味するに他ならない，と異口同音に

指摘している．

ロシアにおける出生率の地域間格差は，研究

者によって強く認識されており，それに関する

論説は多数存在する．例えば，Popova and

Shishkina（2017）は，マガダン州やアルハンゲ

リ州等北極圏に位置する部分が多い北部地域の

出生率は，連邦全体の平均値より低いものの，

民族的ロシア人の比率が低い民族管区や民族共

和国では逆に高い，と論じている．民族による

出生率の相違と北部地域の出生率の低さは，

Revich（2008）も注目しており，ロシア研究に

おける地域特性への分析的配慮の必要を喚起し

ている．ロシア民族との同化による出生率の低

下あるいはスラブ民族の相対的な低出生率につ

いては長く論じられており，比較的近年の研究

例である Agadjanian et al.（2008）も，カザフス

タンにおける民族的構成の違いによる人口動態

の相違の存在を示している．これらの諸点に加

えて，Shishkina and Popova（2017）は，年齢構

造による地域出生率の差違の大きさにも注意を

払っている．同論文の筆者らは，そこから，個

別地域の特質を勘案した政策でなければ，その

効果は期待を裏切るものになるであろうと述べ

ている．地域の年齢構造が，地域レベルの出生

率に差をもたらす点については，Archangel-

sky and Dzhanaeva（2015）も注意を払っており，

地域間人口移動による人口構造の変化が，出生

率の変動に影響し得ると述べている．地域間人

口移動の出生率効果については，世界の様々な

国の研究においても，ロシア研究に限っても，

肯定説と否定説とが混在している．但し，都

市・経済集積地並びに資源産出地である北部地

域への人口流入が大勢を占めるのであれば，地

域間人口移動は，ロシア全体の出生率に負に作

用する可能性がある．実際，同国の人口流入は，

正にそうした地域に対して生じていることが，

Kumo（2017）において示されていることを，こ
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こに強調しておきたい．

以上に述べた先行研究のレビューを介して，

地域出生率の影響因子として考慮すべき要因を

特定することが出来た．その議論を要約すれ

ば，表 1の通りとなる．即ち，当該地域の経済

成長，潜在的雇用機会，地元企業の良好な経営

状態，教育機会，社会資本の質及び住宅供給は，

ロシアの地域出生率と正の相関を示すと考えら

れる一方，気候上の困難性，地域社会における

スラブ系民族のプレゼンス，人口の流入，貧困

及び環境リスクは，地域出生率と負に相関する

と予測されるのである．これら一連の理論仮説

の現実適応性を検討すべく，まずは，ロシア地

域出生率の動態と特徴を把握し，しかる後に，

計量経済学的アプローチを以て，各影響因子の

効果を実証的に検証する．

3．ロシア連邦及び地域における出生率の

動態：統計的概観

前節の考察結果を踏まえて，本節では，2005

〜2015 年の期間における，ロシア連邦，連邦

管区及び連邦構成主体の出生率の動態を統計的

に概観すると共に，その基本的な特徴を論じる．

図 1には，ロシアにおける合計特殊出生率の

1960年代から近年に至る長期的趨勢が描かれ

ている．同図によると，1960年代から 1980年

代末までの期間を通じて，ロシア全人口の合計

特殊出生率は，常に 2.0前後又はそれ以上の水

準を維持していた．しかし，社会主義体制崩壊

の危機が非常な現実味を帯び，国家全体が大き

く動揺した 1990年以降，同指標は顕著な低落

をはじめ，ソ連解体及びそれに引き続く未曾有

の経済危機という社会的混乱を経て，1999年

には 1.157という期間最低値を記録したのは，

本稿冒頭でも述べた通りである．その後，合計

特殊出生率は，2000年から 2004年の 5年間を

通じて微妙に上下し，そして 2005年以後，回

復速度は非常に緩やかながらも，ようやく長期

上昇傾向に転じた．事実，2005〜2015 年の期

間年平均上昇率は 0.048であり，なおかつ，こ

の間一度も前年割れを起こしていない．言い換

えれば，本稿の分析対象期間である 2005〜

2015年という時期は，ロシア出生率の安定的

回復期として特徴付けられるのである．

なお同図には，都市人口と農村人口の合計特

殊出生率の推移も併せて示されているが，その

傾向的特徴は，いずれも以上に述べた全人口の

それと基本的に符合している．但し，両者を比

較すると，農村人口の合計特殊出生率が都市人

口を上回る程度は，198687 年の時点で 1.215

もあったものが，2005年には 0.369へ縮小して

いる．本稿が注目する 2005年以降 2015年の間，

都市と農村の格差は総じて拡大傾向にあるが，

2009年と 2015年に両者の差が再び縮まること
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表 1．ロシア地域出生率の影響因子に関する理論仮説

注） +は，地域出生率との正の相関関係を，−は，負の

相関関係を，それぞれ意味する．

出所） 第 2節の議論に基づき筆者作成．

影響因子
地域出生率に対
する予想効果

気候上の困難性 −

スラブ民族のプレゼンス −

人口流入 −

経済成長 +

潜在的雇用機会 +

地元企業の良好な経営状態 +

貧困リスク −

教育機会 +

社会資本の質 +

住宅供給 +

環境リスク −



もあり，都市部と農村部の人口動態的相互関係

は，強く安定的とまではいえない．この事実も，

都市化率の差が大きいロシア地域の出生動態を

理解する上で，重要な点であろう．

以上に述べたロシア連邦全体の趨勢を踏まえ

つつ，次に，地域出生率の動態を俯瞰しよ

う．図 2には，近年のロシア全人口の合計特殊

出生率の折れ線グラフに加えて，連邦管区別指

標が棒グラフで表されている8）．同図の通り，

これら 8つの連邦管区は，いずれも，ロシア全

体の回復傾向にほぼ歩調を合わせる形で，出生

率の上昇傾向を示している．この点に加えて注

目すべきは，出生率の上下で見る連邦管区間の

相対的位置関係である．即ち，2005〜2015 年

の期間を通じて，北カフカス連邦管区の合計特

殊出生率が，8連邦管区の最高値を常に維持し，

ウラル，シベリア及び極東連邦管区が，相互に

ほぼ同程度の指標を以て北カフカス連邦管区に

続き，これら 3連邦管区に，南及び沿ヴォルガ

連邦管区が，第 3グループとして連なり，北西

連邦管区が，南・沿ヴォルガ連邦管区にやや離

されながら第 7位の位置を占め，残る中央連邦

管区が，8連邦管区中常に最低値を記録すると

いう構図が，一度の例外もなく維持されている

のである．図 2から看取できるこれら 2点の特

徴は，ロシアの出生動向は，あらゆる地域に等

しく作用する要因と共に，地域間の相対的関係

を固定化するようなその他の要因にも大きく影

響されていることを示唆している．

連邦管区別合計特殊出生率の観察から得られ

る上述の特徴は，連邦構成主体別指標の動態に

も概ね当てはまることが，年毎にこれを視覚化

した図 3より確認することができる．同図は，

2005〜2015 年の連邦構成主体別合計特殊出生

率データから，同指標の 10〜90パーセンタイ

ル値を計算し，それらを参照に，全 89地域を

8色に塗り分けたものである（白色はデータ欠

損地域）9）．このため，図 3 の各パネルは，同

期間における出生率の全国的な回復傾向を反映

し，年の経過に従って，地図全体がより濃い色

で彩画されている．同図の通り，合計特殊出生

率は，圧倒的大多数の連邦構成主体において，

安定的上昇傾向を示しており，なおかつ，連邦

管区［内］及び連邦構成主体［間］の相対的位置関
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図 1．ロシア連邦における合計特殊出生率の長期的推移：1961〜2015年

出所） Росстат, Демографический ежегодник России（2005, Tables 2-4 ; 2016, Tables 2-6）及びロシア連邦統計局公開データ（https:

//www.fedstat.ru/indicator/）に基づき筆者作成．



係には，大きな変動が見られない．実際，デー

タ欠損地域を除く 83連邦構成主体中，唯一チ

ェチェン共和国のみが，2015年の合計特殊出

生率が 2005 年の水準を 0.150 下回っており，

残る 82 地域のそれは，0.150（カラチャイ・チ

ェルケス共和国）から 1.240（トゥヴァ共和国）の

範囲で，全て増加を記録している（平均 0.491，

中央値 0.490）．更に，2005〜2015 年における

合計特殊出生率順位の 83連邦構成主体別変動

係数は，0.000（レニングラード州）から 0.996

（イングーシ共和国）の範囲を取るが，その平均，

中央値及び標準偏差は，それぞれ 0.172，0.136

及び 0.151 に過ぎず，なおかつ，変動係数が

0.100未満及び 0.100以上 0.200未満の連邦構成

主体は，各々 32 及び 23 地域を数え，全体の

66.3％にも達するのである．このことから，実

証分析の焦点となる連邦構成主体別出生率の決

定要因も，連邦全土に亘って広範囲に影響をも

たらす時系列的変動要因と，地域間の相対的格

差を固定化する時系列的に変動性の低い要因の

2種類から成る可能性が高いと云えよう．

以上に述べた合計特殊出生率に見る諸傾向は，

しかしながら，あらゆる年齢層の出産行動に必

ずしもそのまま当てはまるものではない．ロシ

ア連邦統計局は，合計特殊出生率に加えて，年

齢が 15〜19歳台，20〜24歳台，25〜29歳台，

並びに 30〜34 歳台である女性 1,000 名から生

まれる子供の平均数を，年齢別出生率として公

表している10）．例えば，2015 年の連邦構成主

体別年齢別出生率は，15〜19 歳台女性集団の

平均（中央値）が，25.91（24.55）であるとすれば，

20〜24歳台，25〜29歳台及び 30〜34歳台のそ

れは，それぞれ 97.06（91.75），114.55（111.80）及

び 82.87（82.60）である11）．この通り，ロシアの

女性は，20歳代後半に出産機会のピークを迎

えるが，その 5歳前後の年齢帯においても多く

の子供をÂけている．

図 4 では，2005〜2015 年の期間における連

邦構成主体別合計特殊出生率及び上述した年齢

別出生率の年別散布図に加えて，その分数多項

式近似曲線及び 95％信頼区間が，指標毎にパ

ネル化されている．また，図 5には，これら 5
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図 2．近年のロシア連邦及び連邦管区における合計特殊出生率の推移：2005〜2015年

出所） ロシア連邦統計局公開データ（https://www.fedstat.ru/indicator/）に基づき筆者作成．
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図 3．近年のロシア連邦構成主体における合計特殊出生率の推移：2005〜2015年
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注） 白色部分は，データ欠損地域．

出所） ロシア連邦統計局公開データ（https://www.fedstat.ru/indicator/）に基づき筆者作成．
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図 4．連邦構成主体別合計特殊出生率及び年齢別出生率の年別散布図，分数多項式近似曲線及び 95％信頼区間：2005〜2015年

出所） ロシア連邦統計局公開データ（https://www.fedstat.ru/indicator/）に基づき筆者作成．



指数の標準偏差の時系列的推移が，合計特殊出

生率は折れ線グラフで，年齢別出生率は棒グラ

フで，それぞれ示されている．図 4（a）の通り，

合計特殊出生率の近似曲線は，緩慢な上方トレ

ンドを描いており，なおかつ図 5によると，同

指標の地域間の分散は，2011 年を境に，拡大

傾向から縮小傾向に転じている．しかしながら，

これら全ての特徴を共有する年齢別出生率はひ

とつも存在しない．即ち，図 4（d）及び（e）によ

れば，25〜29歳台及び 30〜34歳台出生率は，

合計特殊出生率と同様の上方トレンドを示して

いる一方，同図（b）や（c）の通り，15〜19 歳台

出生率は，緩やかな逆 U字型トレンドを示し，

20〜24歳台出生率は，全期間を通じてほぼ横

ばいに推移している．また，図 5の通り，15〜

19歳台出生率の標準偏差は，合計特殊出生率

のそれに従う形で推移している一方，それ以外

の年齢別出生率は，それぞれが非常に異なる時

系列的変動を表しているのである12）．

以上の事実関係は，ロシアの地域出生率に影

響する要因は，その符号関係，効果サイズ及び

統計的有意性の観点から，合計特殊出生率の場

合と年齢別出生率の場合とで，大きく異なる可

能性を暗示するだけではなく，年齢別出生率の

間にも，同じ視点から著しい差異が存在し得る

ことを強く示唆している．次節では，この点も

念頭に置きながら，前節に提起した一連の理論

仮説の実証的検証を試みる．

4．ロシア地域出生率決定モデルの

動学パネルデータ推定

上述した研究課題の達成を目標として，本節

では，ロシア地域出生率の回帰分析を行う．こ

こでは，出生率の経路依存的（自己回帰的）性質

と人々の意思決定行動の過去参照性に対して分

析的配慮を払った回帰モデルの推定を試みる．

より具体的には，出生率を従属変数とし，出

産・育児に関する社会的同調圧力（集団圧力）や

地域社会的慣性が家庭や女性に及ぼす心理的効

果を制御するラグ付き内生変数13）及び出産行動

に影響を及ぼし得る他の要因のラグ付き 3年移

動平均を独立変数とする次の状態依存動学モデ

ルを，地域パネルデータで推定するのである．

y = μ+γy+∑



β  ∑



 
x 3 +φ+ε
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図 5．連邦構成主体別合計特殊出生率及び年齢別出生率標準偏差の推移：2005〜2015年

注） 左軸：合計特殊出生率，右軸：年齢別出生率．

出所） ロシア連邦統計局公開データ（https://www.fedstat.ru/indicator/）に基づき筆者作成．



ここで，yは第 i地域第 t期の出生率 ( i=1,

⋯, 83；t=2005, ⋯, 2015)，μは定数項（切片），

xは第 j出産行動影響因子 ( j=1, ⋯, n )，φ

は第 i地域の個別効果，εは攪乱項であり，γ

及び βは推定すべきパラメータ（母数）である．

本節では，以上に定式化された動学モデルを，

Arellano-Bover/Blundell-Bondシステム一般化

積率法（以下システム GMM）で推定する14）．以

下，4. 1項では，回帰モデルに導入する変数を

解説し，続く 4. 2項で，推定結果を報告する．

そして 4. 3項において，推定結果の統計的頑健

性を点検する．

4. 1 変数の選択

従属変数 (y ) には，前節で言及した連邦構

成主体別合計特殊出生率及び 4種類の年齢別出

生率の自然対数を用いる．一方，回帰モデルの

右辺に従属変数の 1期ラグ値と共に導入する独

立変数 (x ) としては，以下に述べる 12種類の

変数を採用する．

気候上の困難性は，厳冬期である 1月の平均

気温で代表する．スラブ民族のプレゼンスが出

生率に及ぼす影響は，当該地域の全住民に占め

るロシア，ウクライナ，ベラルーシというスラ

ブ系 3民族の合計シェアで，これを推定する．

人口流入の効果は，住民 1万人当たりの移住者

数（人口流入率）で捕捉する．経済成長が出産行

動に及ぼす効果は，地域総生産（GRP）の対前年

度比実質成長率で検出する．地域の潜在的雇用

機会及び地元企業の経営状態は，住民 1万人当

たりの企業数（企業密度）の自然対数及び全地元

企業に占める赤字企業の比率で，それぞれを代

理する．

続く貧困リスクの影響は，地域レベルでの等

価可処分所得の中央値に基づく相対的貧困度等

のデータが得られないという制約の下，貨幣所

得がロシア連邦政府によって地域毎に定められ

る最低生活費を下回る住民の全人口に占める比

率（以下本稿ではこれを「貧困率」とする）を以

てこれを推定する．教育機会の程度及び社会資

本の質は，住民 1千人当たりの高等教育機関卒

業者数及び住民 1万人当たりの医療施設内病床

数で，それぞれを表現する．住宅供給の充実度

は，住民 1人当たりの住宅床面積をその代理変

数に用いる．そして，環境リスクと出生率の関

係は，ロシアの民間シンクタンク Expert RA

社が公表している環境リスクの連邦構成主体ラ

ンキングを利用して，その検証を行う．

第 2節で論じた理論仮説が支持されるなら，

1月平均気温，GRP実質成長率，企業密度，高

等教育機関卒業者数，病床数及び住宅床面積の

回帰係数は正に，スラブ系民族比率，人口流入

率，赤字企業比率，貧困率及び環境リスクの回

帰係数は負に，それぞれ推定されると予想され

る．なお，本節冒頭で触れた通り，これら 11

種類の独立変数は，全てラグ付き 3年移動平均

をその値とする．変数値としてのラグ付き 3年

移動平均の採用は，出産に係る意思決定の中期

的過去参照性の仮定に対応すると共に，従属変

数と独立変数の内生性バイアスを回避する極め

て有効な手段ともなっている．

上述の独立変数群に加えて，本稿では，出生

率の長期的趨勢傾向を捕捉するために，時間ト

レンド変数も同時に導入する．以上 5種類の従

属変数及び合計 12種類の独立変数の名称，定

義，記述統計量及び出典は，表 2に一覧されて

いる．

4. 2 推定結果

表 3には，合計特殊出生率を従属変数とした

回帰モデルの推定結果が披露されている．モデ

ル［1］から［8］には，単独又は検証領域が類似的

な独立変数毎に推定した結果が，一方のモデル

［9］は，11種類全ての独立変数を同時推定した

結果が，各々報告されている．同表の通り，ラ

グ付き内生変数 (y) の回帰係数は，全 9 モ

デルにおいて，1％水準で有意に正に推定され

ており，出生率の経路依存性や自己回帰性の強

さが鮮明に表れている15）．同様に，時間トレン

ド変数にも，1％水準で有意に正の回帰係数が
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付与されており，前節で指摘した合計特殊出生

率の安定的回復傾向が，この結果にも明確に示

されている．

モデル［1］から［8］において，1月平均気温か

ら環境リスクに至る一連の独立変数は，全て

10％又はそれ以上の有意水準を以て推定され

た．更に，それらの符号関係は，1月平均気温

を唯一の例外として，筆者らの理論的予測に合

致している．即ち，経済成長，潜在的雇用機会，

地元企業の良好な経営状態，教育機会，社会資

本の質及び住宅供給の 6因子は，当該地域の出

生率を押し上げる効果を発揮する一方，スラブ

民族のプレゼンス，人口流入，貧困及び環境リ

スクの 4因子は，これを抑制する方向に作用す

ることが，これらの推定結果に示されているの

である．但し，モデル［9］によれば，他の影響

因子を同時的に制御すると，環境リスクの統計

的有意性は 10％水準に達しない．従って，統

計的頑健性という観点から見た環境効果の確か

らしさは，他の要因に劣ると評価される．

続く表 4は，4種類の年齢別出生率を従属変

数とした場合の推定結果である．前節で指摘し

た通り，これら年齢別出生率の時系列的動態や

分布は，合計特殊出生率とも，また相互にも大

きく異なる．同表の推定結果には，かかる指標

間の相違性が如実に反映されており大変興味深

い．具体的には，4年齢層全ての出生率に対し

て，統計的に有意な効果を発揮する要因は，社

会資本の質に限られる．教育機会及び住宅供給

の 2要因は，3年齢層の出生率に影響を及ぼす．

人口流入，経済成長，潜在的雇用機会，貧困及

び環境リスクの 5要因は 2年齢層に，地元企業

の経営状態は 25〜29歳台出生率に限って統計

的に有意に作用する．スラブ民族のプレゼンス

は，年齢別出生率とはなんら相関していない．

気候条件は 3年齢層の出生率に影響をもたらす

が，合計特殊出生率のケースと同様に，その効

果は理論的予測に反する．加えて，統計的に有

意に推定された影響因子の組み合わせが，これ

ら 4年齢層の間で非常に異なることにも大きな

注意を払う必要がある．このような異なる年齢

層間の非対称性の存在は，ロシアにおける高齢

出産化や少子化の原因を把握するための重大な

手掛かりとなろう．また，それは，年齢構造が

地域間で大きく異なっている限り，適用すべき

政策の重点や内容も，地域毎に調整する必要が

あるという点も同時に示唆している16）．

ロシアは広大で，なおかつ社会発展の歴史的

経緯も，また開発水準や民族構成も，地域間で

大きく異なる．かかる意味での地域異質性が，

出生率決定メカニズムにもたらす影響を検証す

るため，8連邦管区を，経済社会的に相似性の

高い 4グループに区分した上で，グループ毎に

推定を行った結果が表 5である17）．年齢別出生

率の分析結果がそうであった様に，ロシア女性

の出産行動に対して有効に作用する地域的要因

は，国の東西及び南北で著しく相違することが

分かる．実際，同表によれば，モデル［1］から

［4］の全てにおいて，有意に推定された独立変

数は，ラグ付き内生変数を除いて一つとして存

在しない．その中で，比較的広範な効果が認め

られるのは，人口流入，経済成長及び教育機会

の 3要因であり，4モデル中 3モデルで有意な

推定値を示している．一方，他の 9要因は，2

ないし 1モデルにおいてのみ有意に過ぎない．

なお，再び 1月平均気温を除いて，これら有意

に推定された諸変数の符号関係は，第 2節で論

じた理論的予測と一切矛盾していない．

ロシア地域の異質性は，主として，経済発展

や都市化の程度，並びに民族構成の違いによっ

て特徴付けられる．そこで，2005 年の住民一

人当たり GRP，都市住民比率及びスラブ系民

族比率の中央値を基準に，連邦構成主体を上位

地域と下位地域に二分した推定も行ってみた．

その結果が，表 6である．同表の通り，ペアと

なるモデルの間で，推定結果に顕著な非対称性

が生じており，経済発展度，都市化度及び民族

構成の違いが，出生率影響因子の効果サイズや

統計的有意性と密接に関係していることが読み

取れる．こうした要因の複合的効果が，表 5の

45ロシア地域出生率の動態と決定要因



46 経 済 研 究

表 4．年齢別出生率のシステム GMM推定：2005〜2015年

注 1）表 3モデル［9］再掲．

2）2階の自己相関検定．帰無仮説：無相関．

3）標準偏差を用いた検定結果．帰無仮説：過剰識別制約が有効．

4）帰無仮説：全ての回帰係数がゼロ．

括弧内は，頑健標準誤差．***：1％水準で統計的に有意，**：5％水準で有意，*：10％水準で有意．

出所） 筆者推定．推定に用いた変数の定義，記述統計量及び出所は，表 2を参照．
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表 5．合計特殊出生率の連邦管区グループ別システム GMM推定：2005〜2015年

注 1）表 3モデル［9］再掲．

2）2階の自己相関検定．帰無仮説：無相関．

3）標準偏差を用いた検定結果．帰無仮説：過剰識別制約が有効．

4）帰無仮説：全ての回帰係数がゼロ．

括弧内は，頑健標準誤差．***：1％水準で統計的に有意，**：5％水準で有意，*：10％水準で有意．

出所） 筆者推定．推定に用いた変数の定義，記述統計量及び出所は，表 2を参照．
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表 6．合計特殊出生率の経済発展度，都市化度，スラブ系民族比率上位・下位地域グループ別システム GMM推定：2005〜2015年

注 1）2005年住民一人当たり GRP中央値又はそれ以上の地域を意味する．

2）2005年住民一人当たり GRP中央値以下の地域を意味する．

3）2005年中央値又はそれ以上の地域を意味する．

4）2005年中央値以下の地域を意味する．

5）2階の自己相関検定．帰無仮説：無相関．

6）標準偏差を用いた検定結果．帰無仮説：過剰識別制約が有効．

7）帰無仮説：全ての回帰係数がゼロ．

括弧内は，頑健標準誤差．***：1％水準で統計的に有意，**：5％水準で有意，*：10％水準で有意．

出所） 筆者推定．推定に用いた変数の定義，記述統計量及び出所は，表 2を参照．



連邦管区グループ別推定結果をもたらした可能

性は高い．

4. 3 推定結果の統計的頑健性

表 3から表 5にかけて報告した推定結果の統

計的頑健性を点検するために，筆者らは，様々

なサンプル制約を課した補足的推定作業を行い，

そのような操作が，本節の主要な分析結果に重

大な変更をもたらさないことを確認した18）．即

ち，（1）連邦直轄市であるモスクワ市及びサン

クトペテルブルグ市を観察値から一切排除した

場合，（2）民族構成が連邦全体の平均像と著し

く異なる共和国，自治州及び自治管区を観察値

から一切排除した場合，（3）資源賦存地域を分

析対象から除外した場合，（4）推定期間を

2005〜2010年と 2011〜2015年に分けて推定し

た場合，（5）2005 年住民一人当たり GRP の中

央値を基準に分析対象地域を二分して推定した

場合，（6）2005年合計特殊出生率や年齢別出生

率の中央値を基準に分析対象地域を二分して推

定した場合，（7）2005年合計特殊出生率や年齢

階層別出生率が平均値±1標準偏差の範囲内に

ある地域に限定して推定した場合の 7ケースで

ある．

また，雇用機会，教育機会，社会資本の代理

変数として，失業率，高等教育機関数や住民 1

千人当たりの中等教育機関卒業者数，住民 1千

人当たりの携帯電話やパーソナル・コンピュー

タ保有台数等の変数を用いた推定も行ったが，

統計的有意性こそ本稿が採用した諸変数に劣る

ものの，その符号関係は，理論仮説に反するも

のではなかった．

以上の措置に加えて，プーリング最小二乗推

定量，between 推定量，population averaged

推定量，パネル変量効果推定量，パネル固定効

果推定量，パネル 1階自己相関変量効果推定量

及びパネル 1階自己相関固定効果推定量という

一連の代替的推定方法での分析も試みたが，統

計的に有意に推定された独立変数の符号関係は，

本節に報告した推定結果と殆どが一致した19）．

従って，本節の推定結果は，以上の意味で統

計的に頑健であると判断される．

5．おわりに

本稿において筆者らは，ロシアの出生率が，

社会主義体制崩壊前後の長期的低迷期間を経て，

緩やかだが，しかし安定的な上昇傾向に転じた

2005〜2015 年を観察期間とする連邦構成主体

のパネルデータを用いて，地域別合計特殊出生

率及び年齢別出生率の水準と時系列的動態を決

定付ける諸因子の特定を試みた．我々は，先行

研究の理論的考察や実証成果に基づいて，気候

上の困難性から環境リスクに至る 11の要因が，

ロシアの地域出生率に対して顕著な影響を及ぼ

すと仮定し，この理論的予測を，システム

GMM推定量を用いた状態依存動学モデルのパ

ネルデータ推定によって実証的に検証した．

前節に報告した推定結果は，次の 7点に要約

される．第 1に，第 2節に提起した理論的仮説

に違わず，分析対象地域の経済成長，潜在的雇

用機会，地元企業の良好な経営状態，教育機会，

社会資本の質及び住宅供給から成る 6つの要因

は，当該地域の出生率に改善をもたらす可能性

が極めて高い．一方，第 2に，スラブ民族のプ

レゼンス，人口流入，貧困及び環境リスクの 4

要因は，対象地域の出生率を抑制する方向に作

用する蓋然性が認められる．但し，環境効果の

統計的確からしさは，他の要因にやや劣る．第

3に，気候上の困難性は，筆者らの予測に反し，

地域出生率に正に相関する．第 4に，合計特殊

出生率は，筆者らが注目する影響因子の殆ど全

てと統計的に有意に相関する一方，年齢別出生

率に対して有意な効果をもたらす因子はより限

定的である．但し，第 5に，有意に推定された

要因の効果の方向性は，これら異なる指標間に

矛盾はない．第 6に，ロシア女性の出産行動に

強く作用する諸要因の組み合わせは，異なる年

齢層の間で大きく相違する．そして第 7に，合

計特殊出生率と有意に相関する影響因子は，国

の東西及び南北で著しく異なる可能性が高い．
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2005 年以降，合計特殊出生率が，安定的上

昇傾向に転じたといっても，その水準は依然低

いままであり，従って，近未来におけるロシア

人口動態の悲観的な予測を大きく覆すものでは

ない．また，年齢別出生率の動態は，高齢出産

化傾向が，ロシア国内で着実に深化しているこ

とを如実に物語っている．欧州諸国の経験が示

しているように，少子化傾向に対して一定の政

策的歯止めをかけることは，決して不可能では

ないと思われる．この観点から，注目すべき本

稿の実証結果は，上記 7点の中でも，年代間及

び地域間の相違性に関する第 4から第 7までの

4点であろう．ロシア女性の出産行動に強く影

響する因子が，年代間や地域間で著しく異なる

のであれば，この事実に対応した政策指針と制

度設計が極めて有効なはずである．本稿冒頭で

も述べた通り，ロシア連邦政府や議会は，その

強い中央集権性の故に，国家全土に亘って，総

花的・年齢無差別的政策を採用する性向がある．

しかし，本稿の実証成果は，少なくとも少子化

対策に限っては，地域性や年齢構造の違いに考

慮したきめ細かい政策の立案と実施が，期待さ

れる効果の大きさのみならず，財政面でも合理

的である可能性を示唆している．この観点から，

当該政策分野における予算と権限の大幅な地方

分権化は，試みる価値の高い方策であるかもし

れない．

実際，最初に述べたロシア連邦政府による統

一的な全国レベルの施策に加えて，個別地域が，

独自に様々な方策を導入していることを取りあ

げるべきであろう．これは，地域（連邦構成主

体）毎の法令で定められるものであり，例えば，

北部に位置するネネツ自治管区は，2016年以

降第三子あるいはそれよりも出生順位の高い子

を出生する場合，36万 6千ルーブルを支給す

ると定めている20）．この金額は，ロシア国民一

人当たりの平均年収21）にほぼ等しく，実に大き

な金額だと言うことが出来る．しかしながら，

この驚くほど気前の良い政策は，極めて少ない

人口の下で，石油を豊富に産出しているネネツ

自治管区の特殊事情に支えられている．事実，

同自治管区に隣接するアルハンゲリスク州では，

同様の支援額は，たかだか 5万ルーブルに留ま

るのである22）．他にも多数の地域がこうした

「地域母親資本」と称する施策を導入している

が，金額や受給資格の条件等に照らして，その

内容は，有り体に言って十分とは言い難い．連

邦法の「母親資本」は，第二子およびそれ以降

に関わるものであるが，「地域母親資本」は，

ほとんどの地域において，第三子以降のみに適

用されるから，支給のハードルは非常に高いと

言わねばならないのである．地域独自の施策導

入それ自体は，本稿の実証結果に即して，肯定

的な評価に値すると考えられるものの，ロシア

の現実は，連邦主導の統一的施策を遥かに超え

た，地域毎に更に強力かつ独自な手段を要請し

ているのかも知れない．プーチン政権の深慮と

英断に期待したい．

（一橋大学経済研究所・一橋大学経済研究所）

注
＊ 本稿は，科学研究費補助金基盤研究（A）「ロシ

アにおける人口動態の研究：ミクロ計量分析による総

合的把握」（課題番号：26245034）の研究成果である．

ロシア地域パネルデータの構築に際しては，日本大学

生物資源科学部の菅沼桂子准教授から助力を得た．ま

た，2018年 7月 25日に開催された一橋大学経済研究

所定例研究会では，討論者である武田友加准教授（九

州大学）の他，同僚である阿部修人教授，臼井恵美子

准教授，北村行伸教授，黒崎卓教授，後藤玲子教授，

陣内了准教授，堤雅彦准教授，都留康特任教授及び森

田穂高教授より，数多くの貴重な示唆やコメントを頂

いた．記して謝意を表したい．無論，残された過ちは，

全て筆者らの責にある．

1） ロシアの労働統計では男性 16〜59 歳，女性

16〜54歳と定義される．一般的な年金の受給年齢が

性によって異なっており，男性は 60歳から，女性は

55歳からとなっている．

2） ロシア連邦統計局ウエブサイト（http://www.

gks. ru/free_doc/new_site/population/demo/demo14.

xls）を参照（2018年 5月 23日アクセス）．

3） 2006年 12月 5日付「子供を持つ市民に対する

国家支援に関するいくつかのロシア連邦の法令の改正

に関する」連邦法．

4） 2006 年 12月 29日付「子供を持つ家族に対す

る追加的国家支援措置に関する」連邦法．

5） ロシアにおける種々の少子化対策関連法令は，
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溝口（2007）がその内容を簡便に紹介している．

6） 厚生労働省ウエブサイト（http://www.mhlw.

go. jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2017/in

dex.html）を参照（2018年 5月 24日アクセス）．

7） 厚生労働省ウエブサイト（http://www.mhlw.

go.jp/toukei/list/81-1a.html）を参照（2018年 5月 24日

アクセス）．

8）「連邦管区」（federal district）とは，地方行政を

監督・指導する目的で，連邦大統領が任命する全権代

表の管轄区域区分であり，連邦直轄市，共和国，地方，

州，自治州，自治管区で構成される一般的行政区画の

「連邦構成主体」（federal entity）とは厳に異なる．各連

邦管区は，地理的，歴史的，民族的観点から，相互に

共通性の強い連邦構成主体群を包含している．このた

め，連邦管区は，ロシア地域の特質を大摑みに把握・

比較するための有効な地方区分である．

9） 2010年以降，ロシア連邦統計局は，6自治管区

の出生率を公表していない．

10） 合計特殊出生率の算出対象になる女性の年齢

範囲は 15〜49歳であるが，この通り，ロシア連邦統

計局は，35歳以上の女性を対象とする年齢別出生率

は公表しておらず，これら高年齢階層の分析は叶わな

い．

11） なお，同年の連邦構成主体別合計特殊出生率

の平均（中央値）は，1.836（1.815）である．

12） ここで，15歳〜19歳階層には若干の留意を要

する．ロシア全体の婚外子割合は，分析対象期間にお

いて，29％超から 22％弱までほぼ低下を続けたが，

15〜19歳階層では，常に 47〜49％の間にあり，当該

期間中 30％を一度も超えたことのない 20〜34歳階層

の数字よりも遥かに高くなっている（Росстат，各年

版）．つまり，最若年層は，「未婚の母」の割合が極め

て高い訳であり，この要因が，他の年齢階層の場合と

は異なった出生行動をもたらすことは十分あり得る．

但し，この後に本稿で展開される分析の主眼は，「年

齢階層毎に出生規定要因が異なる」という事を示す点

にあり，何故各年齢階層で出生規定要因が異なるのか，

という側面の検討は課題としていない．それには，ミ

クロデータを用いた分析が，別途求められるであろう．

13） ラグ付き内生変数の導入は，過少定式化バイ

アスの回避・軽減にも有効である．この点に関する北

村行伸教授のご助言に感謝する．

14） 状態依存動学モデル推定方法としての，他の

推定量との比較におけるシステム GMMの利点は，

北村（2005，第 4 章）を参照のこと．実際の推定は，

STATA14の xtdpdsysコマンドを用いた．

15） 同表の通り，2階の自己相関 AR（2）に関する

Arellano-Bond検定は，9モデル中 2モデルでのみ，

10％水準で帰無仮説を棄却するに過ぎず，従って，

システム GMM推定が求める攪乱項の仮定は十分満

たされていると評価できる．なお，検定結果は割愛し

たが，1階の自己相関検定は，本稿に報告した全ての

モデルについて，帰無仮説を 1％または 5％水準で棄

却した．一方，操作変数の外生性に関する Sargan検

定は，全モデルにおいて，1％水準で有意に帰無仮説

を棄却しており，この面で，本稿の回帰モデルには改

善の余地が残されている．

16） 地域による年齢構造の違いが，出生率決定要

因の相違に帰結するなら，各地域における女性の年齢

階層別人口を，回帰分析の中で直接制御するという方

法が採用され得る．しかしながら，ロシアでは，各年

における 5歳階級毎の出生率データは公開されておら

ず，また人口センサス間の年齢別人口補間推計も行わ

れていない．そこで，本稿では，このような接近を行

った．

17） 本稿のフルバージョンである岩﨑・雲（2018b）

の付録 2から 5には，年齢別出生率を用いた同様の推

定結果が報告されている．

18） ここでは，ロシア企業の参入・退出行動を，

地域パネルデータを用いて実証的に分析した Iwasaki

et al.（2016）の頑健性点検方針を大いに参照した．

19） これらの推定結果は，岩﨑・雲（2018b）の付

録 6に報告されている．

20） 2011 年 7月 11日付「子供を持つ家族に対す

る追加的国家支援措置に関する」ネネツ自治管区法．

21） 2016年で全国平均は年間 36万 9千ルーブル，

ネネツ自治管区は同 69 万 9 千ルーブル（Росстат,

2017）．

22） 2016 年 12月 5日付「アルハンゲリスク州に

おいて子供を養育する家族への社会的支援に関する」

アルハンゲリスク州法．
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〈関連法令〉

Закон Архангельской области от 5 декабря 2016

г. №. 496-30-ОЗ «О социальной поддержке се-

мей, воспитывающих детей, в Архангельской

области»

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 1

июля 2011 г. №. 36-ОЗ «О дополнительных

мерах государственной поддержки семей, име-

ющих детей»（с изменениями на 8 февраля

2018 г.）

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. №.

256-ФЗ «О дополнительных мерах государс-

твенной поддержки семей, имеющих детей»

Федеральный закон от 5 декабря 2006 г. №. 207-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в

части государственной поддержки граждан,

имеющих детей»
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